
肌の委縮、陥没、創傷痕、くすみを改善する多血小板血漿療法
治療説明書・同意書(細胞提供者及び再生医療を受ける者)

　この説明書は本治療の内容・目的などについて説明するものです。
よくお読みいただくとともに、医師の説明をよくお聞きになり、PRP(多血小板血
漿)治療をお受けになるか否かをお決め下さい。お受けになる場合には、同意書に
署名し、日付を記載して主治医にお渡しください。
ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なさらず主治医にお問い合わせくださ
い。

尚、本治療は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律 （平成 26 年 11月 25 
日施行）」を遵守して行います。また、上記法律に従い、地方厚生局の認定を受
けた認定再生医療等委員会（医療法人清悠会特定認定再生医療等委員会　認定番
号：NB5150007）の意見を聴いた上、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出
しています。

1.再生医療等の目的及び内容について
ご自分の血液から抽出されたPRP(多血小板血漿)を、再び自身の皮膚に注入するこ
とで、自らの持つ創傷治癒機能を活用した細胞レベルでの肌の若返り治療です。
自己の血小板血漿を加工して治療する為、感染およびアレルギー反応の出現も極
めて少ない安全性の高い治療です。PRP加工後、皮膚に注入された血小板からは
様々な成長因子が放出され、コラーゲンやヒアルロン酸の産生が増加し、皮膚の
改善修復を目的とした治療です。

尚、以下に当てはまる患者様は本治療の除外基準となります。予めご了承くださ
い。

【除外基準】
・投与周辺部に明らかに感染を有する患者様。
・ケロイド体質の患者様
・本治療について理解が得られていない患者様。
・その他、担当医が不適当と判断した患者様。

2.PRP(多血小板血漿)治療とは
PRPとは、Platelet-Rich Plasmaを略した名称です。日本語では多血小板血漿と呼
ばれていて、血小板の濃縮液を活性化したものを指しています。
血液１mm3当りに10万～40万個含まれる血小板は、血管が損傷したとき損傷した
場所に集まって止血をするのですが、その際に多量の成長因子を放出します。こ
の成長因子には、組織修復のプロセスを開始する働きがあります。
PRP治療とは、PRPに含まれる成長因子（下に詳細を記します）の力を利用して
、人が本来持っている治癒能力や組織修復能力・再生能力を最大限に引き出す治
療です。ご自身の血液成分だけを用いた治療ですので、免疫反応が起きにくいと
いう点も大きなメリットです。
一般的に1週間～6か月で組織修復が起こり、治療後2週間～3か月に効果の出現が


